
別紙１ 

 

 

（生成AIの利用に関する保証） 

事業者は、委託事務を処理するに当たり、生成AI（人工的な方法により学習、推論、判断

等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知

的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成され

たプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。）を

利用する場合には、兵庫県に対し、委託事務の処理の過程において第三者の知的財産権そ

の他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵

害していないことを保証する。 

 

（生成AIへの入力及び出力結果） 

事業者は、委託事務を処理するに当たり、生成AIを利用する場合には、委託事務の処理に

関して知り得た秘密及び個人情報を生成AIに入力してはならず、生成AIの出力結果を確

認して修正することなく成果物として兵庫県に提出してはならない。 

 


